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第 18 回越後・謙信 SAKE まつり 2023 出店者募集要領 
 

〜 開 催 目 的 〜 

 上越地域の酒蔵や酒づくり文化を市内外に向けて情報発信するとともに、本町商店街

を含む中心市街地の活性化を図ることを目的とする。 

 

１．日程・会場 

  日程 令和 5年 10 月 21 日（土）11:00～19:00 

     令和 5年 10 月 22 日（日）10:00～16:00 

  会場 上越市高田本町商店街（本町 3丁目、4丁目、5丁目） 歩行者天国 

 

２．主催 

  越後・謙信 SAKE まつり実行委員会 

 

３．申込締切日 

  令和 5年 7月 11 日（火）17:00 まで 

 

４．募集対象事業者及び出店条件 

（1）対象事業者 

上越市内または妙高市内に本社を有し、店舗を構えている事業者。 

（2）出店条件【必ずご確認ください】 

①2日間出店し、出店準備、撤収、販売等の人員を確実に確保すること。（1日の

みの出店は不可） 

②出店内容については原則として食べ物の販売とし、SAKE まつりの目的に沿った

出店とすること。 

※有償・無償を問わず酒類の提供は一切できません（ソフトドリンクは可。実

行委員会が認めた酒類を除く）。試飲・サービスでの提供もできません。 

③可能な限り「日本酒を使った料理」「日本酒にちなんだ料理」とすること。

（酒粕などでも可能です） 

④上越市または妙高市の特産品・郷土料理とする。その他、上越市または妙高市

産の食材を使用し地域特性を活かした商品とすること。 

 ※申込書に使用する食材、仕入れ予定先を記入してください。 

【特産品の例示】メイド・イン上越認証品、雪室商品、発酵食品、妙高あっぱ

れ逸品など 

⑤出店準備・販売など、出店にかかる全ては、指定されたブース内で完結させる

こと。商品や備品の保管に際しても、会場内の美観を損なわないよう細心の注

意を払うこと。 

⑥ブース（テント）の周囲をバックヤードやストックヤードとして利用すること

は固く禁じます。また、ブース裏（アーケード側）及びアーケード下に簡易チ

ェアやテーブルを置き飲食スペース・休憩スペースを設置する事も固く禁じま

す。 

⑦イベント当日は、実行委員会の指示に従い、来場者や他の出店者とのトラブル

や風紀を乱す行為を行わないこと。 

※上記⑤、⑥、⑦について、当日、実行委員が会場内を巡視のうえ、確認を行

います。実行委員会の指示に従わなかった場合、次年度以降の出店を認めま

せん。また、来場者や他の出店者等とトラブルを起こした場合は、その場で

退場いただく場合がありますので、ご承知おきください。 



 
2 

⑧申込数が募集予定数を超えた場合、申請内容に疑義がある場合の取扱いは、実

行委員会で抽選もしくは協議を行い決定する。落選した場合であっても、実行

委員会に対して異議を申し立てないこと。 

⑨後日開催する出店者説明会に必ず出席すること。また、当日会場で販売する担

当者にも、説明された内容を確実に伝えておくこと。 

 

５．募集ブースについて 

（1）募集ブース数：55（内訳：テントブース：45、移動販売車：10） 

※募集数を超えた場合は、実行委員会で抽選にて出店者を決定します。またブー      

スの出店内容など申込状況に応じて、出店ブース数の調整を行う場合がありま      

す。 

（2）出店スペースについて 

①テントブース 

・1団体の申込ブース数については、1ブースとします。 

・1ブースの大きさは、1.5 間（間口）×2 間（奥行）となります。 

・出店形式については、2間×3間のテントを2事業者で使用、または2間×1.5

間のテントを 1事業者での使用となります。 

②移動販売車 

・1 事業者の申込区画数は 1区画とします。 

・1区画の大きさは、5.2m（間口）×2.0m（奥行）となります。 

※なお、同区画内に、簡易的な販売用のテーブル等を設置することを可能と

しますが、夜間及び緊急車両通行時は、撤去していただきますので、あら

かじめご承知おき願います。 

（3）販売内容について 

①会場のレイアウトの都合上、募集ブース数を変更することがありますのであら

かじめご承知おきください。 

②調理に伴い煙の出る屋台（例：焼き鳥、串焼き、焼肉など）については、出店

エ     リアが限定されます。販売商品が競合する屋台同士が隣接してし

まう場合もございますが、ご了承ください。 

③調理に伴い煙が発生する場合は出店申込書にて事前に申請が必要です。事前申     

請なしに煙を発生させた場合は、その場で退場いただきます。 

④過度な煙を排出しないよう、ご協力をお願いします。 

⑤器材や商品の保管を含め、すべて上記出店スペース内に収まるよう整理し、ス     

ペース外にはみ出さないでください。 

 

６．出店負担金について（1ブース当たりの出店負担金） 

（1）出店料 40,000円（2日間） 

（2）電気使用料（コンセントを使用する場合） 1口当たり 15,000円（2日間） 

（3）1口の最大電気使用量は 1,500Wとします。 

※上記の出店負担金は、7月 31 日（月）までに入金してください。出店負担金      

の入金が確認できない場合は、出店取消とさせていただきます。 

 

７．主催者が準備する備品等について 

（1）1 ブースあたり、販売用テーブル 2 台、椅子 2 脚、照明器具（電球 1 個）を用意     

します。 

（2）販売用テーブルと椅子は、有料（2 日間通して、販売用テーブル 1 台：1,000     

円、椅子 1 脚：200 円）にて追加することが可能です。追加を希望される場合    

は、出店申込書に追加希望数をご記入ください。 
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８．火気及びコンセントの使用について 

（1）電気及び火気を使用する場合は、出店申込書に必要事項をご記入の上、お申し     

込みください。 

（2）コンセントを使用する場合は申込用紙に使用口数をご記入の上、お申込みくだ     

さい。使用口数に応じて、電気使用料をご負担いただきます。 

①出店者による発電機の持込みは禁止とします。 

②火気の使用については、十分注意し、閉店時の消火点検を確実に実施してくだ   

さい。 

③火気を使用する出店者は、必ず消火器を用意し、出店ブース内に設置してくだ 

さい。消防署の検査までにご用意いただけない場合は、その場で退場いただき     

ます。 

 

９．出店者の決定 

（1）出店者について、定数を超えた場合は実行委員会で抽選のうえ決定します。 

（2）出店内容や申込状況に応じて、出店数の調整を行う場合があります。 

（3）出店の決定通知については、7月中旬までに発送予定です。 

（4）出店する場所については、実行委員会で出店者配置場所を決定したうえで、出     

店者説明会（8月上旬予定）で、お示しします。（出店場所の希望は一切受け付

けません。） 

※出店の決定後、以下の場合は、出店を取り消す場合があります。 

①保健所などの公的機関の許可がおりない場合 

②警察署の審査により、反社会的勢力に該当した場合 

③出店負担金を納入期限までに入金されない場合 

④その他社会通念上、実行委員会が不適当と認める場合 

 

10．出店までのスケジュール 

（1）下記スケジュールは現時点での予定であり、前後する場合があります。 

令和 5年 7月 11 日（火） 募集締切り（定数を超えた場合は、抽選となります。） 

令和 5年 7月中旬     出店決定通知文、出店者説明会案内送付 

令和 5年 7月 31 日（月） 出店負担金 入金締め切り 

令和 5年 8月上旬     出店者説明会（出店者要項配布、出店場所抽選） 

                     ※出店者説明会当日、臨時食品営業許可申請書提出 

令和 5年 8月中旬        出店配置場所確定通知文送付 

令和 5年 10 月 21 日（土）・22 日（日） 

第 18 回越後・謙信 SAKE まつり 2023 開催  

 

11．反社会的勢力の排除について 

（1）暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する     

事業者の方の出店はできません。 

（2）出店申込書の提出と合わせて別紙「反社会的勢力でないことの表明・確約に関す

る同意書」に必要事項を記載の上、提出をお願いします。 

 

 

12．保健所への申請について 
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（1）食品を提供する出店者は、事前に保健所に臨時営業申請を行い、許可を受ける     

必要があります。 

（2）上越保健所への臨時食品営業許可申請は事務局が一括して行います。申請書類     

の提出は、出店決定通知と合わせて、別途依頼しますので、指定の期日までに     

提出ください。 

 

13．ごみの収集について 

（1）出店者各自で出店ブース内に必ずごみ箱（ごみ袋含む）を設置し、販売に伴い     

発生するごみ及び来場者が排出されるごみを回収してください。 

（2）会場内にごみステーションを配置します。ごみの搬出方法や時間等について 

は、事務局の指示に従ってください。 

 

14．出店のキャンセルについて 

下記の場合には原則としてキャンセル料が発生します。 

（1）出店の決定から令和 5年 8月 31 日（木）までのキャンセル 

→お支払いいただくべき出店負担金の 50％の額。 

（2）令和 5年 9月 1日（金）以降のキャンセル 

→お支払いいただくべき出店負担金の 100％の額。 

 

15．台風等、自然災害発生時の対応について 

（1）自然災害等によるイベント中止や時間変更などの場合の緊急連絡を出店申込書に

記載される携帯電話番号もしくはメールアドレスに行います。（出店申込書への

記入必須） 

（2）出店申込書に記入する携帯電話番号・メールアドレスについては緊急時に必ず     

連絡が取れる番号・メールアドレスを記入してください。 

（3）自然災害等により、イベントを中止及び時間変更することとなった場合、食材の

仕入れなど出店準備にかかる費用の保障や入金いただいた出店負担金の返金は一

切行いませんので予めご承知おきください。 
 

16．申込方法 

別紙「第 18 回越後・謙信 SAKE まつり 2023 出店申込書」に、必要事項を記入のう

え、下記宛に FAX、メール、郵送又は持参にて申し込んでください。 

FAX 番号等おかけ間違いのないようご注意ください。申込書不達による出店は、一切

お受けできませんのでご承知おきください。 

 

 

 

 

［出店申込書提出先・お問い合わせ先］ 
越後・謙信 SAKE まつり実行委員会事務局 (株式会社エム・コミュニケーション内) 橋本 
〒943-0823 上越市高土町 1−8−1 

TEL：025−521−2627 

FAX：025−520−4151 

E-mail：sake2020.jim@gmail.com 


